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今
回
は
、
日
本
の
人
権
問
題
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る

死
刑
制
度
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
第
一
回
普
遍
的
定
期

審
査
（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）
で
は
、
日
本
の
死
刑
制
度
に
対
し
て
、
国

連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
決
議
六
二
/
一
四
九
に
従
っ
て
、
死

刑
執
行
停
止
の
導
入
と
死
刑
廃
止
の
た
め
の
制
度
の
早
急
な

見
直
し
、
さ
ら
に
刑
罰
に
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
を
追
加
す

る
こ
と
が
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
各
国
に
よ
っ
て
勧
告
さ
れ
た
。
死

刑
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
決
議
と
呼
ば
れ
る
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に

採
択
さ
れ
た
先
の
決
議
は
、「
死
刑
に
よ
る
犯
罪
の
抑
止
力
に

つ
い
て
は
決
定
的
な
証
拠
が
な
く
、
冤
罪
や
誤
審
で
死
刑
が

執
行
さ
れ
た
場
合
は
不
可
逆
的
か
つ
回
復
不
能
で
あ
る
」（
前

文
）
と
述
べ
、
死
刑
存
置
国
に
死
刑
を
廃
止
す
る
た
め
に
死

刑
執
行
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
求
め
て
い
る
（
二
項
（
d
））。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
代
表
団
は
、
審
査
の
冒
頭
、「
日
本
人

の
大
多
数
が
極
め
て
悪
質
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
死
刑
も
や
む

を
得
な
い
と
考
え
て
お
り
、
多
数
の
者
に
対
す
る
殺
人
、
誘

拐
殺
人
等
の
凶
悪
犯
罪
が
い
ま
だ
後
を
絶
た
な
い
状
況
等
に

か
ん
が
み
る
と
、
死
刑
を
科
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
ず
、
死

刑
の
廃
止
は
適
当
で
は
な
い
」
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

実
際
、日
本
で
は
、二
〇
二
〇
年
一
月
七
日
に
公
表
さ
れ
た
「
基

本
的
法
制
度
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
、「
死
刑
も
や
む
を
得

な
い
」
と
回
答
し
た
者
は
八
〇
・
八
％
で
あ
っ
た
。
日
本
国
民

は
死
刑
を
支
持
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
死
刑
制
度

は
世
論
の
み
で
決
定
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
本

政
府
が
そ
う
し
た
世
論
を
変
え
る
た
め
に
何
を
行
っ
て
い
る

か
も
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
死
刑
執
行
停
止
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
、
審

査
中
に
、「
死
刑
確
定
者
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
な
い
と
い
う
期

待
を
い
っ
た
ん
持
た
せ
な
が
ら
、
後
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
る

世
界
の
人
権
は
い
ま

― 
普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら 

―
（
そ
の
十
八
）
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こ
と
に
な
っ
た
と
告
知
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
残
酷
で
あ
る

と
考
え
る
」
と
述
べ
て
、
こ
れ
に
反
対
し
た
。

さ
ら
に
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
に
関
し
て
は
、「
日
本
は
、

受
刑
者
の
人
格
を
破
壊
す
る
可
能
性
が
あ
る
残
酷
で
問
題
の

あ
る
制
度
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
な

制
度
の
導
入
は
極
め
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

述
べ
て
、
こ
れ
に
反
対
し
た
。
先
の
世
論
調
査
で
も
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、「
死
刑
を
廃
止
し
な
い
方
が
よ
い
」
と
回
答

し
た
者
は
五
二
．
〇
％
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
九
年
末
現
在
、
死
刑
廃
止
国
は
一
〇
六
カ
国
、
一
〇

年
以
上
死
刑
が
執
行
さ
れ
ず
事
実
上
死
刑
を
廃
止
し
て
い
る

国
が
二
八
カ
国
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
律
上
、
事
実
上

の
死
刑
廃
止
国
は
合
計
一
四
二
カ
国
で
、
国
連
加
盟
国
一
九
三

カ
国
の
三
分
の
二
に
当
た
る
。

経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
加
盟
国
三
七
カ
国
中
、

死
刑
存
置
国
は
日
本
、
米
国
、
韓
国
の
三
カ
国
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
韓
国
は
死
刑
執
行
を
二
〇
年
以
上
停
止
し
て
い
る

事
実
上
の
死
刑
廃
止
国
で
あ
る
。
日
弁
連
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

米
国
で
は
五
〇
州
の
う
ち
二
二
州
が
死
刑
を
廃
止
し
、
死
刑

存
置
州
は
二
八
州
で
、
こ
の
う
ち
一
一
州
が
事
実
上
の
死
刑

廃
止
州
で
、
四
州
で
は
執
行
の
権
限
を
も
つ
知
事
が
死
刑
の

執
行
停
止
を
宣
言
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
先
進
国
の

中
で
、
国
家
と
し
て
死
刑
を
統
一
し
て
執
行
し
て
い
る
国
は

日
本
の
み
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
一
一
月
、
今
回
で
八
回
目
と
な
る
死
刑
モ
ラ
ト

リ
ア
ム
を
求
め
る
国
連
総
会
第
三
委
員
会
の
決
議
が
一
二
〇

カ
国
の
賛
成
で
成
立
し
た
。
三
九
カ
国
の
反
対
国
の
中
に
は
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ブ
ル
ネ
イ
、
中
国
、

イ
ン
ド
、
日
本
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
北
朝
鮮
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ト
ン
ガ
の
一
一
カ
国
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
決
議
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
提
案
し
た
「
す

べ
て
の
国
は
適
切
な
刑
罰
の
決
定
を
は
じ
め
と
す
る
独
自
の

法
制
度
を
構
築
す
る
主
権
的
権
利
を
も
つ
」
と
の
修
正
案
を

否
定
す
る
形
で
成
立
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
死
刑
制
度
は
各

国
の
主
権
事
項
で
あ
る
と
の
考
え
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。




